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第18回十日町市農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時 平成３０年１１月２６日（月）午後１時３０分から午後３時１１分 

２．開催場所 中里庁舎３階 大会議室 

 

３．出席委員 

 ①農業委員 ２３名 

会    長 12番 村山 隆義 

   会長職務代理 21番 樋口 富行 

１番 小林 幹司 ７番 若井 君男 14番 水品 直子 
 

２番 丸山 和之 ８番 北村 公太郎 15番 村山 幸夫 22番 島田 勝広 

３番 田中 茂夫 ９番 長津 俊男 16番 相澤 成一 23番 中島 勝志 

４番 菅井 太一 10番 須藤 英雄 17番 水品 正幸 24番 富井 公一 

５番 柳   茂 11番 佐藤 三代治 18番 村山 太郎  

６番 庭野 喜由 13番 近藤 正男 19番 上原 貞俊  

欠席委員 20番 古髙  悟 

   

②推進委員（招集委員 17名） 

３番 長津 高吉 15番 川田 正 22番 髙橋 勝則 31番 髙橋 清一 

５番 小川 正直  25番 南雲 市郎 32番 村山 浩一 

９番 綱 大介 17番 宮澤 貞二 26番 村山 伸一  

 18番 山家 勝一 27番 廣田 幸男  

14番 金澤 拓男 19番 中村 庄平 30番 宮原 大樹  

欠席委員 12番 佐野 幸男、16番 樋口 倉蔵 

 

４．議事日程 

  日程第１ 議事録署名委員選出 

 

  日程第２ 農地法等の規定に基づく報告について 

報告第１号 新潟県農業会議からの平成３０年１０月分の答申について 

報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について (25件) 

報告第３号 農地転用事実確認願いについて (11件) 

報告第４号 農地法の適用を受けない事実確認願いについて (6件) 

報告第５号 農地利用配分計画について (新潟県農林公社 2件) 

 

日程第３ 農地法の規定による許可申請処理について 

    議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請（買受適格証明）について（2件） 
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議案第２号 農地法第４条の規定による許可書の取消申請について（1件） 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可書の取消申請について（1件） 

議案第４号 農用法の許可に対する事業計画変更承認申請について（1件） 

議案第５号 農地法第３条の規定による許可申請について（13件） 

議案第６号 農地法第４条の規定による許可申請について（1件） 

議案第７号 農地法第５条の規定による許可申請について（5件） 

 

日程第４ 十日町市農用地利用集積計画について 

   議案第８号 十日町市農用地利用集積計画について 

・利用権設定、所有権移転（61件） 

 

日程第５ 農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

   議案第９号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

 

その他 

 

５．農業委員会事務局職員 

本    局 事務局長  桒原  茂 川 西事務所 主  任  上村 和輝 

本    局 次  長  富井  悟 松 代事務所 臨時職員  宮沢真奈美 

本    局 係  長  上村  大 松之山事務所 係  長  樋口 利一 

本    局 臨時職員  恩田 栄子 松之山事務所 臨時職員  福原 洋子 

十日町事務所 主  任  宮澤 国彦  

 

６．会議の内容 

   別紙の通り 
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７．会議の内容 

村山議長 それでは、これより第18回農業委員会総会を開催いたします。 

     本日の出席状況ですが、20番委員から欠席の届けが出されております。した

がいまして、24名中１名の欠席でございます。在任委員の過半数が出席であり

ますので、第18回総会が成立することを宣言いたします。 

     次に、日程第１の議事録署名委員の選出でございますが、議長に一任願えれ

ば幸いですが、いかがでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、指名させていただきます。 

     それでは、第18回総会議事録署名委員は、10番委員と11番委員のご両名から

お願いいたします。 

     あわせて、記録は事務局に一任願えれば幸いですが、いかがでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように進めさせていただきま

す。 

     それでは、議案に入ります。日程第２、農地法等の規定に基づく報告につい

てでございます。報告事項は、第１号から第５号までございます。全ての報告

が終わった後にご質問、ご意見等をいただきたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 では、事務局より説明願います。 

     【報告第１号～第５号説明】 

村山議長 ただいま事務局より報告がございましたが、何かご意見、ご質問等ございま

せんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 質問、ご意見がないようなので、では次に進ませていただきます。 

     続きまして、日程第３、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請（買

受適格証明）について」、２件の申請が出ております。この内容につきまして

審議をお願いしたいと思います。 

     では事務局、説明願います。 

事務局  それでは、議案１ページの議案第１号をご覧ください。農地法第３条第１項

の規定による許可を要する農地の買受適格証明願書です。十日町市の税務課が



 

4 
 

行う公売に２名の方から証明願を受理いたしました。税務関係の公売が実施さ

れると、農地の場合は受け手が農地法に基づく全部事項案件や下限面積の要件

を満たしているか事前に判断する必要がございます。そこで、公売申し込みの

段階で農地を買えるかどうかの判断を事前に農業委員会で実施し、この証明書

を添えて公売申請を行うものでございます。今回は、下条地区の○○さんと十

日町地区の△△さんから申請がございました。この２名の方は、農地を買い受

ける条件は満たしていると考えます。御審議をお願いいたします。 

村山議長 では、この件につきまして担当委員より説明願います。 

１３番  公売の対象地は、下条の下山でございます。国道の西側に位置しております。

この公売地は、第16回と第17回の総会において事務局より関係資料が皆さんの

ところに配布されていると思います。 

     それで、買受適格証明願い出の○○さんは、□□□□の社長さんです。今月

の23日に訪問し、願書の記載内容と公売参加の確認をしました。もう一人の願

出者の△△さんは、本町４丁目の◎◎さんでございます。24日に電話で願書の

記載内容と公売の参加を確認しました。以上でございます。よろしくお願いい

たします。 

村山議長 ただいま申出人につきまして、担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問等ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、この申請を受け付けたいと思いま

す。 

     それでは、次に、議案第２号「農地法第４条の規定による許可書の取消申請

について」１件の申請が出ております。この内容につきまして審議をお願いし

たいと思います。事務局説明願います。 

事務局  それでは、議案の５ページの議案第２号をご覧ください。今月は、農地法４

条の規定による許可の取り消し申請が１件出ております。６ページの受付番号

25番の農地法第４条の許可申請書は、平成５年６月29日付で植林敷地として許

可された案件でしたが、県営圃場整備事業の整備区域内で事業実施中であるた

め、今後は植林をせずに農地として活用するというものであります。 

     また、あわせてですが、３条申請が提出されていますので、後ほど皆様から

お諮りいただきたいと思います。御審議をお願いします。 

村山議長 では、この案件につきまして、担当委員説明願います。 
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 ９番  この件につきまして、本人に会ってきました。当初先ほど事務局の説明にも

ありましたが、植林して田畑をしないということで申請しておりましたが、中

山間地の総合整備事業が始まりまして、ここ田んぼにしてまた買うという人が

あらわれましたので、この植林するところを取り下げた、そういうことでござ

います。よろしくお願いいたします。 

村山議長 この「農地法第４条の規定による許可書の取消申請について」ですが、担当

委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議がないようでございますので、これは許可することに決定いたしたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 では、そのように決定させていただきます。 

     続きまして、議案第３号「農地法第５条の規定による許可書の取消申請につ

いて」、１件の申請が出ております。この内容につきまして、審議をお願いし

たいと思います。 

     では、事務局、説明願います。 

事務局  それでは、議案７ページの議案第３号をご覧ください。今月は、農地法５条

の規定による許可の取り消し申請が１件出ております。８ページの受付番号6

5番の農地法第５条の許可申請書は、先般平成30年９月25日付で、農地法第５

条の住宅建築敷地として許可がされた案件でしたが、今回譲り渡し人と譲り受

け人の申請地の認識の違いで、転用箇所の地番誤りがあったということで、許

可の取り消しの申請がございました。 

     また、あわせてですが、改めて今回５条の申請が提出されていますので、後

ほど皆様からお諮りいただきたいと思います。ご審議をお願いします。 

村山議長 では、この案件につきまして、私が担当委員ということで説明させていただ

きます。 

     ９月の時点で所有者の○○さんと譲り受け人△△さんとの間に実は△△さ

んの奥さんのほうの親といいますか、おやじさんが一応○○さんとの土地交渉

に当たっておりまして、そのときの話の認識の違いがあったりで、現地確認の

ときには土地所有者の○○さんも申請書類で間違いないということで確認し

たり、譲り受け人もそれで間違いないですということで許可は出たんですが、

場所、地番が同じような面積のところが連檐しておりまして、錯誤が出たとい
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うことで、一回取り下げ申請ということでこういう形になりました。以上です。 

     この案件につきまして、ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 なしということでございますので、では改めてこの「第５条規定による許可

書の取消申請について」、許可することに決定いたしたいと思いますが、ご異

議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように決定させていただきま

す。 

     続きまして、議案第４号「農地法の許可に対する事前計画変更承認申請につ

いて」、１件申請が出ておりますので、この内容についてご審議をお願いいた

したいと思います。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  それでは、議案９ページの議案第４号をご覧ください。今月は、農地法の許

可に対する事業計画変更承認申請が１件あります。農地転用の許可後に適用の

目的達成が困難で転用できなくなった理由にやむを得ない事情があり、新たに

転用目的が適正である場合には、事業計画の変更の承認を受ける必要がありま

す。 

     【議案第４号、６番朗読後、説明】 

村山議長 では、この案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ８番  11月９日に川西事務所の担当者と現地を確認してきました。あとは事務局の

説明のとおりです。よろしくお願いします。 

村山議長 では、ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問等ござい

ませんでしょうか。 

     （意見、質問なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、改めて「農地法の許可に対する事業

計画変更承認申請について」、この１件許可することに決定いたしたいと思い

ますが、ご異議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしでございますので、そのように決定させていただきます。 

     続きまして、議案第５号「農地法第３条の規定による許可申請について」、1

3件の申請が出ております。では、この内容につきましてご審議いただきたい
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と思います。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  それでは、10ページの議案第５号をご覧ください。今月の農地法第３条の許

可申請は、13件です。 

     それでは、本会議の農地法第３条の許可申請ですが、農地法第３条第２項各

号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。 

     【議案第５号、１１７番朗読】 

村山議長 では、117番につきまして、担当委員説明願います。 

 ５番  両者に確認しました。渡し人が十日町市内に出ましたので、受け人が住宅近

くの畑を購入し、夏は野菜、冬は雪押し場にしたいということで、売買が成立

しました。その他につきましては、説明のあったとおりでございます。よろし

くお願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんで

しょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では118番説明願います。 

     【議案第５号、１１８番朗読後、説明】 

村山議長 では、この案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ９番  これは、六箇地区の田麦集落という集落の終わりのところの整備事業のとこ

ろですけども、両者に会いまして確認してきました。記載のとおり間違いない

ということですので、よろしくお願いいたします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問等ございません

でしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということですので、119番説明願います。 

     【議案第５号、１１９番朗読】 

村山議長 では、この案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ６番  場所は、新座中央線に面した畑でございます。○○さんには電話で確認をい

たしましたし、△△さんには直接お会いをして確認をいたしました。記載内容

には間違いないということでございますので、よろしくお願いをいたします。 

村山議長 では、119番の案件につきまして、担当委員より説明ございましたが、ご意

見、ご質問ございませんでしょうか。 
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     （異議なし） 

村山議長 異議なしということですので、120番説明願います。 

     【議案第５号、１２０番朗読】 

村山議長 では、この案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ９番  譲り受け人は、先ほどの○○さん、同じ方で田麦の方です。渡し人のほうの

△△さんは、中条の方で電話で確認をしました。両者とも記載のとおり間違い

ないということでした。よろしくお願いいたします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんで

しょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では続きまして、121番から122番、

123番、124番、125番、126番、関連でございますので、続けて説明願いたいと

思います。 

     【議案第５号、１２１番～１２６番朗読】 

村山議長 では、この案件につきまして、担当委員お一方ですので、まとめて説明いた

だきたいと思います。 

２４番  121番から126番は、ＪＲ東日本さんによる水路トンネル上の地上権設定とい

う案件になります。９月の総会から申請が出てまいりまして、今回また６件の

申請があります。譲り渡し人、譲り受け人それぞれ電話で確認をしました。1

24番の○○さんは、施設に入っていまして、代理人の△△さんという方と連絡

をとりました。記載のとおりで間違いありませんでした。よろしくお願いしま

す。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問等ございません

でしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では127番説明願います。 

     【議案第５号、１２７番朗読】 

村山議長 では、127番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

２１番  両者確認しました。記載どおり間違いありませんでした。この場所は、○○

さんの自宅の後ろでございまして、前々から△△さんが○○さんに貸していた

場所で、いつの間にか田んぼが畑になったということで、こういう話になって

売買契約になったそうです。以上です。 
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村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問等ございません

でしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では128番説明願います。 

     【議案第５号、１２８番朗読】 

村山議長 では、128番につきまして、担当委員説明願います。 

 ７番  両者に電話で確認しました。記載のとおり間違いありませんので、よろしく

お願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問等ございません

でしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では129番、説明願います。 

     【議案第５号、１２９番朗読】 

村山議長 では、129番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

１３番  場所は、下条の上新田で、国道117号沿いの西側に位置しております。今月

の23日に譲り受け人を訪問、そして24日には電話で上新田出身の譲り渡し人に

記載の内容の間違いないことを確認しました。よろしくお願いします。 

村山議長 では、今この129番の案件につきまして、担当委員より説明ございましたが、

ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、それでは「農地法第３条の規定によ

る許可申請について」、13件の審議が終わりましたが、改めてお諮りいたしま

す。 

     13件について、許可することに決定いたしたいと思いますが、ご異議ござい

ませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように決定させていただきたい

と思います。 

     続きまして、議案第６号「農地法第４条の規定による許可申請について」、

１件の申請が出ておりますので、ご審議をお願いしたいと思います。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  それでは、議案の14ページをお開きください。今月の農地法第４条の許可申
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請は、１件です。 

     【議案第６号、９番朗読後、説明】 

村山議長 では、この案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ８番  11月９日に川西事務所の担当者と現地を確認してまいりました。その後○○

さんに電話で確認してまいりました。この倉庫を建築する際の届け出も全て請

負業者に任せており、大変申しわけないという始末書もいただいておりますの

で、よろしくお願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問等ございません

でしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、改めて「農地法第４条の規定による

許可申請について」、この１件許可することに決定いたしたいと思いますが、

ご異議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように決定させていただきま

す。 

     続きまして、議案第７号「農地法第５条の規定による許可申請について」、

５件の申請が出ておりますので、これにつきまして審議をお願いしたいと思い

ます。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  それでは、議案15ページの議案第７号をご覧ください。今月の農地法第５条

の許可申請は５件です。 

     【議案第７号、７１番朗読後、説明】 

村山議長 では、71番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ８番  ○○さんに電話で確認してまいりました。記載のとおり、あとは事務局の説

明のとおり間違いありませんので、よろしくお願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問等ございません

でしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議ないようですので、次に、72番説明願います。 

     【議案第７号、７２番朗読後、説明】 

村山議長 では、72番の案件につきまして、担当委員説明願います。 
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 ６番  場所は、四日町の神宮寺の山門のすぐ前にある畑でございます。十日町事務

所の担当者と現地確認をしてまいりました。その後両者に電話で確認をいたし

ましたが、記載内容に間違いないということでございますので、よろしくお願

いをいたします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問等ございません

でしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、ではここで21番委員に退席いただき

たいと思います。 

     （２１番委員退席） 

村山議長 では、73番について、説明願います。 

     【議案第７号、７３番朗読後、説明】 

村山議長 では、この案件担当委員説明願います。 

２４番  11月16日に事務局長と現地を確認しました。場所は、飯山線の越後田沢駅の

西側の干溝集落内になります。鉄工所と○○さんの自宅と隣接している場所に

なります。両者に確認をしました。記載のとおり間違いありませんでした。よ

ろしくお願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんで

しょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、21番委員入室してください。 

     （２１番委員入席） 

村山議長 では、74番説明願います。 

     【議案第７号、７４番朗読後、説明】 

村山議長 では、12番私の担当ですので、説明します。 

     この場所につきましては、クロス10の通りの踏切を渡ってすぐのところで、

１軒置いて八百屋さんの駐車場があり、その裏で、この譲り受け人の○○さん

の自宅の隣になっております。○○さんも駐車敷地がないということで、ある

いは雪を始末する場所も欲しいということで、このたび△△さんから譲ってい

ただく話がまとまったということだそうです。この時期になりましたので、来

年の５月末までに敷き砂利をして露天駐車場で使用したいというようなこと

でした。以上です。 
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     この案件につきまして、ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、次に、75番説明願います。 

     【議案第７号、７５番朗読後、説明】 

村山議長 これも12番の私の担当ということで説明させていただきます。 

     先ほど取り消し申請の上がったところなんですが、場所としては○○自動車

のちょうど駐車場の南側みたいなところです。実は建築許可がおりたんで地祭

りをしようとしたら、所有者の方は田んぼが２筆同じ１枚になっているんです

が、当初取り消し申請したところは半分１段高くなっているんです。それで、

１区画勘違いをして、中に入っていた方が行く行くそこも当面管理させていた

だいたりしてほしいというような、何か中途半端な話をしていたというような

ことで、当初９月の確認では△△さんに貸した隣から約100坪なんですが、と

いうことで所有者も認識していたら、いざ地祭りする段になったら１区画下で

あったと、買い受け人がそういうことになって、急遽また話し合いをしていた

だいた中で、もう準備もしているし、間違いなくそこの区画でやりましょうと

いうことになって、こういう申請になったそうでございます。 

     申請書を出した業者さんも、当初中間に入った方がこの番地で間違いないと

いうチェックまで入れて申請が上がってきたんで、間違いないと思ったのが実

は当事者がその段になったらちょっと違うということで、途中いろいろあった

んですが、改めてこの申請訂正して上がってきたということでございます。以

上です。 

     この案件につきまして、ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では改めて「農地法第５条の規定に

よる許可申請について」、５件につきまして許可することに決定いたしたいと

思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように決定したいと思います。 

     では、ここでちょっと時間も過ぎましたので、休憩を入れたいと思います。

この時計で45分まで約10分間休憩入れたいと思いますので、お願いします。 

      休憩（１４:３６～１４:４６） 

村山議長 これより議事再開いたします。 
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     では、議案第８号 農業経営基盤強化促進法第18条１項の規定による「十日

町市農用地利用集積計画について」でございます。新規設定、再設定、そして

所有権を含めて61件が出されております。利用集積計画については、所有権移

転４件、新規設定39件、再設定22件、計61件についてご審議をお願いいたした

いと思います。 

     なお、利用集積計画につきましては、事務局より概要の説明が終わった後、

順次担当委員から確認報告をお願いし、最後に一括してご意見を頂戴するとい

う形で進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

     それでは、事務局説明願います。 

事務局  それでは、議案17ページの議案第８号をご覧ください。今月の農用地利用集

積計画についての案件は、新規の利用権設定が35件、所有権移転が４件、利用

権の再設定が22件で、合計が61件でした。 

     以上の計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第18条第３項の各要件を

満たしていると考えます。以上です。 

村山議長 では、順次担当委員より説明願いたいと思います。 

     795番、796番。 

（推）１４番 ○○さんと△△さんは、太田島地区で、行って話をしてきました。書面

のとおり間違いないということですので、よろしくお願いいたします。 

     そして、○○さん、□□さんも同じ集落の方でしたので、足を運んできまし

て、間違いないということでありましたので、よろしくお願いいたします。以

上です。 

村山議長 次、798番。 

（推）２５番 ○○さんは、事情により耕作ができないということで、△△さんに貸す

ということでございますけども、△△さんは津南町に住所置いてありますけど

も、この集落内のとこに実家がありまして、そこを拠点にして農業をやってご

ざいます。内容については、間違いございません。 

村山議長 次、801番。 

（推）１９番 受け手には電話で、出し手には現地でお会いしまして確認させていただ

きました。議案書のとおり間違いございません。よろしくお願いします。 

村山議長 次、802番。 

（推）１８番 先般電話にて出し手の方には確認いたしました。この登記地目は畑にな

っていますが、今現状は田んぼということであります。記載内容に間違いあり
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ませんでした。よろしくお願いします。 

村山議長 次、803番。 

（推）１５番 ○○さん、△△さんに確認をいたしました。記載のとおりで間違いない

そうです。お願いします。 

村山議長 次、805番。 

（推）３番 借り手の○○さんには、役所の職員でございますので、役所でお会いをし

て確認をしてまいりました。△△さんについては、電話で確認しております。

なお、この当該地も私確認してまいりました。以上です。 

村山議長 次に、811番、812番。 

（推）１９番 受け手が一緒ですので、両方とも説明させていただきます。 

     これも受け手の方にはお会いし、現地確認しました。出し手の方にはお電話

で確認をさせていただきました。議案書のとおり間違いございません。よろし

くどうかお願いいたします。 

村山議長 次に、813番。 

（推）１４番 ○○さんに電話で確認しましたら、議案書のとおり間違いないというこ

とで、よろしくお願いいたします。 

村山議長 次、815番。 

 ６番  これ推進委員５番本人の案件でございます。確認をいたしました。間違いは

ございません。よろしくお願いします。 

村山議長 次、816番。 

（推）９番 双方に電話で連絡いたしました。間違いありません。よろしくお願いしま

す。 

村山議長 次、817番。 

（推）１４番 両者に電話で連絡しまして、間違いないということでございました。よ

ろしくお願いいたします。 

村山議長 次、818番、ちょっとこれ保留させていただいて、820番。 

（推）１４番 この方も両方電話でもって連絡いたしまして、記載のとおり間違いない

そうですので、よろしくお願いいたします。 

村山議長 次に、821番。 

（推）１９番 先ほど農地法18条の件で出た案件です。受け手の○○さんにはお会いし

て確認しました。出し手のほうは電話で確認させていただきました。契約期間

のほうで若干問題があったんですけども、５年で間違いございませんでした。
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よろしくお願いいたします。 

村山議長 次に、824番。 

（推）２６番 ○○さんには電話で、△△さんには会って確認いたしました。記載のと

おり間違いございませんでした。よろしくお願いします。 

村山議長 次に、827番。 

（推）３０番 双方確認しました。内容に間違いはございません。以上です。 

村山議長 次に、828番。 

１８番  推進委員16番の代理で報告いたします。 

     両者に確認したところ記載のとおり間違いございません。よろしくお願いい

たします。 

村山議長 次に、829番、830番。 

（推）３０番 ３者の中では、これ全部○○さんの田んぼだというふうに認識しており

まして、後日名義を変更して登記するということですが、とりあえずこれで提

出で間違いないということでお願いします。 

村山議長 次に、831番。 

（推）２６番 両者に電話で確認いたしました。記載のとおり間違いございませんでし

た。よろしくお願いします。 

村山議長 次に、832番、833番、834番、835番、836番、837番、一括して説明願いたい

と思います。 

（推）２７番 今の６件の件ですが、双方に電話で確認いたしました。間違いなくこの

とおりでございます。よろしくお願いいたします。 

村山議長 次に、838番。 

１５番  これ受け人のほうが31番推進委員、本人なものでかわって説明いたします。 

     受け人のほうから何日だったか忘れてしまったんですけども、私自身の案件

だから私は説明できないからお願いしますということで電話をいただきまし

て、その日の夜、出し人のほうにも電話で確認いたしました。議案書のとおり

間違いありませんでしたので、よろしくお願いいたします。 

村山議長 次に、839番、これもちょっと保留させていただいて。 

     では、次にちょっと進めさせていただきます。841番。 

（推）３２番 確認してまいりました。○○さんのほうがちょっと体を壊してつくれな

いということで、つくってもらうということで、記載のとおり間違いはござい

ませんので、よろしくお願いをします。 
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村山議長 次に、842番、843番。 

（推）３２番 確認してまいりました。842番のほうは、○○さんの息子さんで、同じ

く843番は△△さん本人なので、双方田んぼが隣同士で、片方がおやじさんの

名義で、片方がせがれさんの名義だったということなので、これをあわせて□

□さんに隣同士だということで、貸してつくってもらうということでした。こ

ちらも間違いなく記載のとおりですので、よろしくお願いをします。 

村山議長 次に、846番。 

 ６番  これも推進委員５番本人の案件でございます。確認をいたしました。間違い

はございません。よろしくお願いします。 

村山議長 次、847番。 

（推）２２番 両者確認をいたしました。議案書のとおり間違いございません。よろし

くお願いいたします。 

村山議長 次、848番。 

（推）１４番 これも太田島集落の方なんで、出向いて聞いてまいりました。間違いな

いということでございました。よろしくお願いいたします。 

村山議長 次、849番。 

（推）２７番 双方に電話して確認したところ、間違いないということでございます。

よろしくお願いいたします。 

村山議長 次、854番、855番。 

（推）１５番 ○○さんと△△さん、□□さんと◎◎さんご夫婦なんだそうで、△△さ

んにお聞きしました。記載のとおりで間違いないそうです。お願いします。 

村山議長 では、先ほど保留させていただきました818番ですが。 

 ５番  12番推進委員の案件でございますが、ちょっと来られないということで、確

認しましたら、このとおり間違いないということでございましたので、よろし

くお願いします。 

村山議長 確認がとれて間違いないということでございます。 

     次に、839番について確認報告をお願いします。 

（推）１７番 記載のとおり間違いございませんので、よろしくお願いします。以上で

す。 

村山議長 では、ここで改めて農用地利用集積計画、皆様から確認いただいたんですが、

ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 
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村山議長 特に意見がないようでございますので、この計画に基づいて利用権の設定と

移転を進めるよう市に回答いたしたいと思いますが、ご異議ございませんでし

ょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように回答させていただきま

す。 

     続きまして、日程第５、議案第９号「農用地利用配分計画（案）に対する意

見について」ご審議をお願いいたしたいと思います。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  それでは、議案の33ページの議案第９号をご覧ください。議案の左側は農林

課からの平成30年11月12日付十農林第1022号、農用地利用配分計画（案）の意

見聴取についての記載と右側にはそれに対する農業委員会の意見案を記載し

ております。また、次の34ページは、農用地利用配分計画（案）となっており

ます。内容につきましては、先ほど議案第８号の「農用地利用配分計画につい

て」ご審議いただきました中に農地中間管理機構経由で貸したものが２件と移

転の２件です。移転とは既に農者との契約があり、借り受け者の変更があった

ものでございます。表の左から２列目に強化法のナンバーとありますとおり、

こちらは番号が議案書の農用地利用配分計画の受付番号で、その右側へ順に土

地の所有者、借り受け者の住所、借り受け者の氏名、応募者リストナンバーを

表示、一番右側に口座の振り込み日を表示しております。農用地利用配分計画

（案）に対する意見につきましては、土地の効率的かつ総合的な利用を図る観

点から、異議ないものと認めますとして農林課に送付したいと思いますが、ご

審議をお願いします。 

村山議長 ただいま配分計画（案）につきまして、事務局より説明ございましたが、皆

様からご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 特になしということでございますので、改めてお諮りしたいと思います。 

     農用地利用配分計画（案）に対する意見につきまして、異議なしで回答いた

したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 では、異議なしということで回答させていただきます。 

     続きまして、その他ですが、皆さんのほうから情報提供等よろしいでしょう
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か。 

     17番委員より情報提供あるようでございます。 

１７番  お疲れさまです。農業共済の収入保険についての受け付けの期間が１カ月延

長になったということで、12月いっぱいまでの申請でございます。皆さんいろ

いろ精査していただいていると思いますけども、ぎりぎり間に合わない場合

は、まだ余裕があるそうなので、そこら辺は臨機応変にやりますが、とりあえ

ず12月いっぱいで一応収入保険の受け付け締め切りということなので、よろし

くお願いしたいと思います。以上です。 

村山議長 ありがとうございました。 

     ほかに情報提供なり、またこの機会ですので、意見等でも結構ですが、何か

ございませんでしょうか。 

     （発言なし） 

村山議長 もしないようでしたら、以上をもちまして第18回総会を終了させていただき

ます。ありがとうございました。

 


